
3 2025 月号６

市
県
民
税

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

　

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
な
く
て
も
、
同
じ
世
帯
に
加

入
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
世
帯
主

が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
こ
の

場
合
の
世
帯
主
を
擬ぎ

せ

い制
世
帯
主
と
い

い
ま
す
。

　

擬
制
世
帯
主
世
帯
の
場
合
、
世
帯

主
の
所
得
は
国
民
健
康
保
険
税
の
算

市
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　

納
付
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

納
税
通
知
書
は
６
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す

普
通
徴
収
の
初
回
（
第
１
期
）
の
納
期
限
は
６
月
30
日
㈪
で
す

　

市
県
民
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
に
住
所
の
あ
る
自
治
体
に
納
め
る

税
金
で
す
。

　

安
来
市
で
は
、
事
業
所
な
ど
か
ら

提
出
さ
れ
た
給
与
支
払
報
告
書
や
本

年
２
～
３
月
に
申
告
い
た
だ
い
た
内

容
を
も
と
に
、
令
和
７
年
度
の
税
額

を
決
定
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

課
税
に
つ
い
て　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎
23-

３
０
４
０

納
税
に
つ
い
て　

税
務
課
収
納
係

　

☎
23-

３
０
４
３

定
に
は
含
め
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
軽

減
判
定
を
す
る
際
は
、
そ
の
所
得
を

含
め
て
計
算
を
行
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

　
　
　
（
７
割
・
５
割
・
２
割
減
額
）

　

令
和
６
年
中
の
世
帯
の
所
得
金

額
（
擬
制
世
帯
主
を
含
む
）
が
一
定

以
下
の
場
合
、
均
等
割
額
と
平
等
割

額
が
所
得
に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
ま
す

（
表ｰ
１
②
と
③
）。
申
請
手
続
き
は

不
要
で
す
。
た
だ
し
、
所
得
未
申
告

者
が
あ
る
場
合
は
判
定
が
で
き
ず
、

軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者

は
、
公
的
年
金
等
所
得
額
か
ら
15
万

円
を
差
し
引
い
た
額
で
軽
減
判
定
の

計
算
を
し
ま
す
。

納
付
方
法

　

保
険
税
の
納
付
方
法
に
は
、「
特

別
徴
収
」
と
「
普
通
徴
収
」
が
あ
り

ま
す
。

特
別
徴
収

　

支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
国
民
健
康

保
険
税
を
差
し
引
い
て
納
め
て
い
た

だ
く
方
法
で
、
次
の
す
べ
て
に
当
て

は
ま
る
人
が
対
象
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
お
り
、
世
帯
内
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
で
あ
る
場
合

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
主
が
介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収

対
象
者
で
、
そ
の
世
帯
主
の
介
護
保

険
料
と
国
民
健
康
保
険
税
の
合
計
額

が
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え

な
い
場
合

※
世
帯
主
が
年
度
途
中
で
65
歳
な
ら

び
に
75
歳
に
な
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
普
通
徴
収
で
納
付
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
人
で
、
口

座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
さ
れ
る

世
帯
主
は
税
務
課
の
窓
口
へ
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

普
通
徴
収

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
た
だ
く
方
法
で
、
特
別
徴
収

で
は
な
い
人
が
対
象
で
す
。
納
付
月

は
６
月
～
令
和
８
年
３
月
で
す
。

　
【
問
い
合
わ
せ
】

・
課
税
に
つ
い
て　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎
23-
３
０
４
０

・
納
税
に
つ
い
て　

税
務
課
収
納
係

　

☎
23-
３
０
４
３

・
資
格
に
つ
い
て　

市
民
課
保
険
年
金
係

　

☎
23-

３
０
８
４

令和７年度国民健康保険税税率表（表 -1）

算定区分算定区分
税　　率税　　率

説　　明説　　明
医療保険分医療保険分 支援金分支援金分 介護保険分介護保険分

①所得割 ８．３１％ ２．３２％ ２．２４％
国保加入者の前年の所得に応じて算定
（令和６年中の所得－ 43 万円）×
所得割税率

②均等割 ３０，６００円 ８，９２０円 １０，４９０円 国保加入者一人あたりとして算定

③平等割 ２１，１００円 ６，０８０円 ４，９８０円 一世帯あたりとして算定

年税額
医療保険分・支援金分・介護保険分の各①～③を合計した額となります。ただし、介護保険分につ
いては、４０歳以上６５歳未満の人（介護保険の第２号被保険者）にのみ適用されます。

課税限度額 ６６万円 ２６万円 １７万円 年税額の最高限度額


